
V1.1
ソフ トバ ンクBB株式会社　行き

別紙「TEKI-PAKI会員規約」および「利用規約」、サイトロック株式会社発行の「使用許諾契約」「サービス実施要領」に同意の上、以下の通り「siteROCK Log Care」を申し込みます。
＊印は必須項目です。

記入日 年 月 日

※1 利用開始希望日 年 月 日

※3

※4

水産・農林 鉱業 建設 製造 電気・ガス 運輸・情報通信

卸売 小売 銀行 証券・先物取引 保険 その他金融

不動産 洗濯・理容・浴場 駐車場 生活関連サービス 旅館・宿泊所

娯楽 自動車整備 機械・家具など修理 物品賃貸 情報サービス・調査

専門サービス 協同組合 その他事業サービス 廃棄物処理

宗教 政治・経済・文化団体 その他サービス ※2　月額払いの場合の最低契約期間は6ヶ月となります。

※3　プロキシ環境下でご利用の場合には、IPアドレスを必ずご記入ください。

※4　既にご利用中のお客様が追加・減数のお申し込みをされる場合にはご記入ください。

申し込みID

リセラー様企業名

備考欄

加盟店コード

※1　新規お申し込みの場合には、3～5営業日程度お時間をいただきます。
　　　ご記入のない場合は最短で手配させていただきます。

年額一括払い

　プロキシIP

*プロキシ環境

*お支払い種別 月額払い　※2

お申し込み数新規 追加 減数

*企業名

*企業名かな

*部署名かな

【TEKI-PAKIユーザ登録兼サ ービス申込書　（LogCare用）】

ユ　ー　ザ　様　企　業　情　報 siteROCK Log Careサービス名

*お申し込み種別

*担当者氏名かな
役職名

*担当者氏名

*部署名

*郵便番号

*メールアドレス

〒

*住所2

*住所1

*業種　該当するもの1つにチェックをつけてください。

*電話番号

*従業員数

備考欄

FAX

リ　セ　ラ　ー　様　記　入　欄

ご注文No.

*都道府県

担当者名担当部署

ソ　フ　ト　バ　ン　ク　B　B　記　入　欄

プロキシ環境で利用する プロキシ環境で利用しない

TEKI-PAKI
ユーザID



「 TEKI -PAKI 」 サービ ス 会員規約

第1条（ 会員規約）

1. 本規約は、 ソ フ ト バンク BB株式会社（ 以下「 当社」 と いいま す。 ） が提供する 「 TEKI -PAKI 」 サービス
（ 以下「 TEKI -PAKI サービス 」 と いいま す。 ） を会員が利用する 際に適用さ れま す。

2. 会員が個別サービス を利用する 場合、 本規約に加えて、 別途当社ま たはサービス 提供者が指定する 当
該個別サービス の利用に関する 契約（ 以下「 個別利用契約」 と いいま す。 ） が適用さ れま す。

第2条（ 定義）

本規約において、 次の用語は、 次の各項に定める 意味で用いる も のと し ま す。

( 1) 「 TEKI -PAKI サービス 」 と は、 当社が別途定める 方法によ り 、 当社ま たはサービス 提供者が提供する
サービス を利用でき る サービス の総称をいいま す。

( 2) 「 会員」 と は、 本規約に同意の上、 第5条（ 会員登録） に基づき TEKI -PAKI サービス の会員登録を行な
い、 当社がかかる 登録を承諾の上、 TEKI -PAKI サービス を受ける 資格を有し た者をいいま す。

( 3) 「 申込者」 と は、 TEKI -PAKI サービス の会員登録が完了する 前の者をいいま す。

( 4) 「 個別サービス 」 と は、 TEKI -PAKI サービス において提供さ れる 個別のサービス をいいま す。

( 5) 「 サービス 提供者」 と は、 個別サービス のう ち、 当社が提供する サービス 以外のサービス を提供する
第三者をいいま す。

第3条（ 本規約の変更）

当社は、 当社所定の方法によ り 会員に通知する こ と によ り 、 本規約を変更する こ と ができ ま す。

第4条（ 提供地域）

当社によ る TEKI -PAKI サービス の提供地域は、 日本国内に限定さ れま す。 日本国外においてTEKI -PAKI サー
ビス が利用でき る 場合であっても 、 当社が日本国外でTEKI -PAKI サービス の提供をする も のと 解釈さ れる も
のではあり ま せん。

第5条（ 会員登録）

TEKI -PAKI サービス の会員登録は、 本規約に承諾の上、 当社が別途定める 方法によ り 行う も のと し ま す。 会
員登録には、 別途当社が定める 条件を充たすこ と が必要です。

第6条（ 会員登録申込の承諾）

1. 会員契約は、 前条に定める 会員登録に対し 、 当社がユーザI Dを発行し たと き に成立する も のと し ま
す。

2. 当社は、 次の各号の場合には、 会員登録の申込を承諾し ないこ と があり ま す。 ま た、 前項に基づく 会
員契約の成立後であっても 、 次の各号の一に該当する こ と が判明し た場合には、 当社は相当の期間を定め
てその事実を是正する よ う に催告し 、 かかる期間内に是正さ れないと き は、 通知する こ と なく 会員契約を
解除する こ と ができ る も のと し ま す。 ただし 、 第3号の場合には、 当社所定の方法にて通知する こ と によ
り 、 会員契約を解除する こ と ができ る も のと し ま す。

( 1) 会員登録の申込時に事実と異なる 内容（ 虚偽、 誤記、 記載漏れ等を問いま せん。 ） を通知し たこ と が
判明し た場合



( 2) 過去に会員契約を解除さ れている こ と が判明し た場合

( 3) その他会員契約の申込を承諾する こ と が、 技術上ま たは当社の業務の遂行上著し い支障がある と 当社
が判断し た場合

第7条（ 会員登録内容の変更等）

会員は、 会員登録に関し て当社に届け出た事項に変更があった場合には、 速やかにその旨を当社所定の方
法によ り 当社に届け出る も のと し ま す。

第8条（ I Dおよ びパス ワ ード ）

1. 会員は、 ユーザI Dおよびパスワード （ 以下、 総称し て「 I D等」 と いいま す。 ） について一切の責任を
負う も のと し 、 第三者に開示、 漏洩、 譲渡、 担保供与せず、 ま たこ れを 利用さ せてはならないも のと し ま
す。

2. 当社は、 ユーザI D等の管理につき 、 会員の故意ま たは過失の有無にかかわらず、 当社に故意ま たは重
過失がある 場合を除き 、 一切の責任を負わないも のと し 、 ユーザI D等によ る 利用その他行為は、 全て会員
によ る 利用とみなし ま す。

3. 当社は、 ユーザI D等が第三者によ り 利用さ れたこ と によ り 生じる損害について、 会員の故意、 過失の
有無にかかわらず、 当社に故意ま たは重過失がある 場合を除き 、 一切責任を負わないも のと し ま す。

第9条（ 退会）

会員は、 会員契約の解約を希望する 場合、 当社所定の手続き に従って、 当社に対し請求をする も のと し ま
す。 当社は、 かかる請求を受けた後、 当社所定の手続き を経て会員に対し 通知を発し た時点で、 解約の効
果が生じる も のと し ま す。

第10条（ 会員利用の停止）

会員が次の各号の一に該当する 場合には、 当社は何らの責任を負う こ と なく 、 当該会員によ る TEKI -PAKI
サービス の利用を停止し 、 会員契約および個別利用契約を解約する こ と ができ る も のと し ま す。 こ の場
合、 当該会員は期限の利益を喪失し 、 一切の残存債務を一括し て履行する も のと し ま す。

( 1) 会員が本規約ま たは個別利用契約に違反し 、 当社がかかる違反に対し相当期間をも って是正の催告
をし たにも かかわらず、 かかる違反が是正さ れない場合

( 2) 会員登録時に虚偽の申請をし た場合ま たは登録変更を怠った場合で、 当社が是正の催告をし たにも
かかわらず、 かかる是正がさ れない場合

( 3) 差押、 仮差押ま たは租税滞納処分を受けた 場合

( 4) 強制執行、 競売、 破産ま たは再生手続き開始の申立てがあった場合

( 5) 支払い停止に陥った場合その他信用状態が著し く 悪化し た場合

( 6) 前各号の他、 正当な理由によ り 当社が会員と し て不適当と認めた場合

第11条（ 著作権、 知的財産権その他の財産権）

TEKI -PAKI サービス における ソ フ ト ウェアおよび情報等（ 以下「 情報等」 と いいま す。 ） に関する著作権、
知的財産権その他の財産権は、 当社ま たは当該情報等の提供元に帰属し ま す。 会員は、 こ れらを著作権法
で認められた私的利用を超える 利用をする こ と はできず、 ま た第三者にさ せる こ と はでき ま せん。

第12条（ 禁止事項）



1. 会員は、 TEKI -PAKI サービス に関し て以下の行為を行わないも のと し ま す。

( 1) TEKI -PAKI サービス を営利目的の為に利用し 、 ま たはTEKI -PAKI サービス を利用し た営業行為

( 2) TEKI -PAKI サービス を日本国外で利用する 行為

( 3) 他の会員のユーザI D等を不正に入手し 、 も し く は不正に利用する 行為

( 4) 当社も し く は第三者の著作権、 商標権等の知的財産権を侵害する 行為、 ま たは侵害する おそれのある
行為

( 5) 当社も し く は第三者の財産、 プライバシーも し く は肖像権を侵害する 行為、 ま たは侵害する おそれの
ある 行為

( 6) TEKI -PAKI サービス によ り アクセス可能な当社ま たは第三者の情報を改竄、 消去する 行為

( 7) 有害なコンピュータプログラム等を送信し 、 ま たは第三者が受信可能な状態におく 行為

( 8) 法律、 命令、 処分、 その他の規制に違反する 行為

( 9) 犯罪行為を惹起ま たは助長する 行為その他犯罪行為に結びつく 行為

( 10)  当社ま たは第三者を誹謗中傷し 、 ま たはその名誉、 信用を害する 行為

( 11)  当社および第三者の設備ま たはTEKI -PAKI サービス 用設備に無権限でアクセス し 、 ま たはその利用も
し く は運営に支障を与える 行為、 ま たは与える おそれのある 行為

( 12)  上記各号の他、 法令、 本規約ま たは公序良俗に違反する 行為、 TEKI -PAKI サービス の運営を妨害する
行為、 ま たは当社も し く は第三者に不利益を与える 行為

2. 会員は、 TEKI -PAKI サービス の利用およびその結果につき自ら一切の責任を負う も のと し 、 万一TEKI -
PAKI サービス の利用に関連し他の会員ま たは第三者に対し て損害を与えたも のと し て、 当社に対し て当該
会員ま たは第三者から 何らかの請求がなさ れ、 ま たは訴訟が提起さ れた場合、 当該会員は、 自らの費用と
責任において当該請求ま たは訴訟を解決する も のと し 、 当社を一切免責する も のと し ま す。

第13条（ TEKI -PAKI サービ ス の一時中断等）

1. 当社は、 以下のいずれかの事由が生じた場合には、 会員に事前に通知する こ と なく 、 一時的にTEKI -
PAKI サービス を中断する こ と があり ま す。

( 1) TEKI -PAKI サービス 用設備等の保守を緊急に行う 場合

( 2) 火災、 停電等によ り TEKI -PAKI サービス の提供ができ なく なった場合

( 3) 地震、 噴火、 洪水、 津波等の天災によ り TEKI -PAKI サービス の提供ができ なく なった場合

( 4) 暴動、 争乱、 労働争議等によ り TEKI -PAKI サービス の提供ができ なく なった場合

( 5) 電気通信事業者が電気通信サービス を中止ある いは一時停止をし た場合

( 6) その他、 運用上ま たは技術上TEKI -PAKI サービス の一時的な中断が必要と 当社が判断し た場合

2. 当社は、 前項各号のいずれかま たはTEKI -PAKI サービス を提供する機器の故障、 ト ラブル、 停電、 通信
回線の異常ならびにその他の事由によ り TEKI -PAKI サービス の提供の遅延ま たは中断等が発生し たと し て
も 、 こ れに起因する 会員が被った損害について一切責任を負わないも のと し ま す。



3. 当社は、 当社所定の方法によ り 会員に対し て通知する こ と によ り 、 TEKI -PAKI サービス ま たは個別サー
ビス の全部ま たは一部の提供を終了する こ と ができ ま す。 かかる終了について、 当社は会員その他の第三
者に対し て、 いかなる責任も負わないも のと し ま す。

第14条（ 個人情報の管理）
個人情報取り扱いについてをご確認ください。

第15条 ( 譲渡禁止)
会員は、 本規約に基づく 権利義務の一部ま たは全部を第三者に利用さ せる 行為の他、 譲渡、 貸与、 ま たは
質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならないも のと し ま す。

第16条 ( 準拠法)
本規約およびこ れに関する一切の法律関係については、 日本国法を準拠法と し 、 本規約は日本国法に従っ
て解釈さ れる も のと し ま す。

第17条 ( 合意管轄)

本規約に関連し て生ずる一切の紛争については、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と し ま
す。

2007年 1月15日： 制定
2007年 9月 3日： 改定



個人情報の取り 扱いについて

TEKI -PAKI サービス における 個人情報の取り 扱いについて

　 ソ フ ト バンク BB株式会社（ 以下、 「 当社」 と いいま す。 ） は、 本件サービス の提供に伴いお客様からお預
かり し たご担当者様の個人情報（ 氏名・ 住所・ 電話番号・ E-Mai lアド レス等） を、 次の目的に限り 使用いた
し ま す。
（ １ ） お客様からのお問い合わせ対応

（ ２ ） 課金請求

（ ３ ） サービス 利用料金の請求

（ ４ ） お客様へのサービス向上に寄与する ためのマーケティ ング調査および分析

（ ５ ） お客様に対する サポート サービス の提供

（ ６ ） 商品、 サービス及びキャンペーンのご案内。

（ ７ ） その他、 サービス の提供に必要な業務連絡（ 各種手続のご案内や利用サービス に関する情報提供）

当社は、 上記以外の目的で個人情報を利用さ せていただく 場合は、 その都度その利用目的を明確にし 、 お客
様から 事前の同意をいただき ま す。

ま た収集し た個人情報は利用目的の範囲内で業務委託先へ開示する 場合があり ま す。 業務委託契約を締結す
る 際には、 業務委託の相手と し ての適格性を十分に審査する と と も に、 安全管理措置、 秘密保持、 再委託の
条件、 その他の個人情報の適正な取り 扱いに関する事項について定め、 定期的な委託業務状況のモニタ リ ン
グ等を実施する こ と によ って当社の業務委託先を適切に監督し 、 よ り 個人情報の保護に配慮し たも のと し ま
す。 ま た、 個人情報の保護によ り 一層配慮し たも のに見直し 、 改善を図り ま す。 更に、 当社は収集し た個人
情報をお客様へのサービス向上に寄与する ため( 1) お客様へのサービス向上に寄与する ためのマーケティ ン
グ調査および分析及び上記( 2) 商品、 サービス及びキャンペーンのご案内を目的と し て、 当該目的に必要な
範囲内でサービス終了後も 利用さ せていただく こ と があり ま す。 その場合には、 その都度その利用目的を明
確にし 、 お客様から 事前の同意をいただく と と も に、 個人情報の適正な取り 扱いに関する事項について定
め、 それらの事項を遵守し 、 適正な管理体制で個人情報の保護に配慮し ま す。 当社は個人情報を当社の個人
情報保護ポリ シーに基づき 適正に管理し ま す。 当該ポリ シーの内容の詳細は当社の下記URLのホームページで
ご確認下さ い。

ht t ps: //www. sof t bankbb. co. j p/pr i vacy/i ndex. html

　 ま た、 当社の情報管理についてご不明な点は下記窓口宛にお問い合わせ下さ い。

E-mai l : pr i vacy@ybb-suppor t . j p

２ ． お客様よ り お預かり し た個人情報は、 本件サービス のサポート サービス の提供、 請求書発行などの業務
を目的と し て購入リ セラーに提供し ま す。 ま た、 当該サポート サービス を行う ため、 当社が必要と判断し た
場合には、 必要な範囲内でソ フ ト ウェアメ ーカーにも 個人情報を提供する こ と がございま すので、 あらかじ
めご了承下さ い。

３ ． 個人情報保護に関する学習教材を作成し 、 当社の全社員および派遣社員に配布する と と も に、 最低１ 年
に１ 回は個人情報を取り 扱う 当社の全社員および派遣社員を対象に研修を実施し ま す。

４ ． 個人情報保護に関する 内部規程を整備し 、 個人情報の取り 扱いについて明確な方針を示すと と も に、 個
人情報の漏洩等に対し ては、 厳し い態度で臨むこ と を社内に周知徹底し ま す。

５ ． 個人情報保護管理者を設置し 、 情報セキュ リ ティ 管理責任者をその職に任命する と と も に、 法令・ ガイ
ド ラ インの遵守・ 内部規程の策定、 監査体制の整備その他個人情報の取り 扱いの監督を実施する ために、 そ
の役割を明確にし た体制を整備し ま す。

６ ． 個人情報の漏洩、 減失ま たは毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために個人情報へのアクセス管
理、 個人情報の持ち出し制限、 外部からの不正なアクセス の防止のための措置その他の必要かつ適切な措置
を講じま す。

７ ． 個人情報の保護が適切に行われている かどう かについて、 社内で監査でき る体制を整備し てま いり ま
す。 ま た、 アクセスログを活用し た監査は、 個人情報漏洩者の早期発見およびそれによ る抑止効果の発揮に
よ る漏洩の未然防止に有効と考えられま すので、 その実施方法を検討し てま いり ま す。

８ ． 個人情報保護に関する活動について、 継続的な見直し 、 改善を図り ま す。

https://www.softbankbb.co.jp/privacy/index.html
mailto:E-mail:privacy@ybb-support.jp


９ ． 当社がお客様よ り 取得し た個人情報の利用目的の通知ま たは開示も し く は訂正等をご本人から 求められ
た場合につき ま し ては、 書面で回答し ま す。 （ ただし 、 ご本人様の同意を得られた場合は、 当該方法で回答
し ま す。 ） 尚、 当該回答をする 際、 実費を勘案し た合理的な範囲内の手数料を頂戴する 場合があり ま す。 ご
本人様によ る 、 当社がお客さ ま よ り 取得し た個人情報の開示も し く は訂正等に関する お問い合わせ、 および
当該個人情報の取り 扱いに関する苦情のお申し出は下記の連絡先ま でお願いし ま す。
〔 連絡先窓口： 個人情報問合窓口〕

E-Mai l ： pr i vacy@ybb-suppor t . j p

受付電話番号： 0120-981-928（ 携帯電話・ Ｐ ＨＳ ・ 公衆電話からはご利用でき ま せん）

受付時間： 10: 00～18: 00（ 月～金（ 祝日を除く ） /施設点検日およびメ ンテナンス 日は休業）

１ ０ ． 当該窓口にて承り ま し た開示の求めの申出者に対し 、 当社が用意する 「 個人情報開示申請書」 ならび
に当該申請書送付先、 手数料額および支払方法を記載し た手続等案内書を送付致し ま す。 当該申請書等を受
領し た申出者は、 手続等案内書に記載さ れた当社指定の方法で手数料額を払い込み、 申請書送付先に必要事
項を記入ずみの当該申請書および当社指定の本人確認書類を送付し て頂き ま す。 代理人によ る 申請の場合
は、 代理人確認書類も 合わせて送付し て頂き ま す。 当社の指定する 申請書送付先窓口にて、 当該必要記入済
みの当該申請書および本人確認書類

１ １ ． 当該窓口への訂正等の求めに応じ 、 申出者から 対象と なる 契約を特定する に足り る事項が提示さ れた
場合で、 利用目的の達成に必要である と 当社が判断し た場合、 その結果に基づき訂正等を行いま す。 当該窓
口への利用停止等の求めに対し 、 申出者から 対象と なる 契約を特定する に足り る事項が提示さ れた場合で、
その求めに理由がある と判明し たと き には、 利用停止等を行いま す。

１ ２ ． 個人情報の開示に関わる手数料は、 １ 回の申請ごと に１ , ６ ０ ０ 円と し ま す。 手数料の支払は当社指定
の方法と し ま す。

初回規定日　 　 2007年1月15日

改定日　 　 　 　 2007年1月30日

改定日　 　 　 　 2007年7月12日



「 si t eROCK Log Care」 サービス 利用規約
第1章 総　 則

第1条 ( 規約の適用)
1 本規約は、 リ セラーから本サービスを購入し 、 本サービスを利用する場合の条件を定める も のです。
2 会員には、 本規約、 会員規約、使用許諾契約および売買契約が適用さ れます。 会員規約で定義さ れた
用語は、 本規約で別段の定めの無い限り 本規約においても 同様の意味に用いる も のと し ます。
3 本規約に定める 内容と 会員規約と の間に齟齬が生じた場合、 本規約に定める 内容が優先し て適用さ れ
る も のと し ます。
4 当社は、 当社所定の方法によ り 会員に通知する こ と によ り 、 本規約を変更でき る も のと し ます。

第2条 ( 用語の定義)
　本規約において、 次の用語は、 次の各項に定める 意味で用いる も のと し ます。
1 「 本サービス」 と は、 サイ ト ロック 株式会社（ 以下「 サイ ト ロック 」 と いいます。 ） がsi teROCK Log
Careの名称で提供をするPCログ収集・ 分析サービスをいいます。
2 「 使用許諾契約」 と は、 サイ ト ロック が定める サイ ト ロック と 会員間で締結さ れる本サービスの使用
許諾契約( 別紙： 「 使用許諾契約」 および「 si t eROCK Log Careサービス実施要領」 ) をいいます。
3 「 会員規約」 と は、 当社が定める 「 TEKI -PAKI 」 サービス会員規約をいいます。
4 「 TEKI -PAKI サービス」 と は、 会員規約に基づき当社が提供をする、 当社または第三者が提供する
サービスを利用でき る サービスの総称をいいます。
5 「 TEKI -PAKI サイ ト 」 と は、 TEKI -PAKI サービスを提供する にあたり 当社が運営するWebサイ ト をいい
ます。
6 「 リ セラー」 と は、 会員に対し て本サービスライセンスの販売を行なう 第三者をいいます。
7 「 売買契約」 と は、 リ セラーと 会員間で締結さ れる本サービスに関する売買契約をいいます。

第2章 利　 用

第3条 ( 申込等)
1 売買契約の申込は、 会員が本規約および使用許諾契約に同意のう え、 当社が別途定める手続き に従い
当社のリ セラー（ 以下、 会員に適用さ れるリ セラーを「 購入リ セラー」 と いいます） に対し て行う も の
と し ます。
2 売買契約は、 会員が前項に基づき本サービスの購入申込を行い、購入リ セラーから委託を受けた当社
が購入リ セラーから承諾の通知を受け、 本サービスにアクセス でき る URLを当社が会員に対し て配信し た
と き に、 会員と購入リ セラーと の間で成立する も のと し ます。売買契約は、 会員と購入リ セラーの責任
において締結さ れる も のと し 、 当社は会員と購入リ セラー間の売買契約に関し て何ら責任を負いませ
ん。
3 会員に本規約または会員規約に反する事由がある 場合など売買契約の申込が適当でないと 当社が判断
する場合、購入リ セラーが売買契約の申込を承諾し ない場合、 またはサイ ト ロック が本サービス使用許
諾契約の申込を承諾し ない場合には、売買契約の申込が承諾さ れない場合があり ます。

第4条 （ 本サービス の使用許諾）
本サービスの使用については、使用許諾契約に基づきサイ ト ロック から会員に対し て許諾さ れる も ので
あり 、 本規約に定める も のを除き 、 当社は何ら責任を負いません。

第5条 ( I D等の発行)
1 当社は、 会員に対し 、 サービス申し 込みI Dおよび管理者用アカウント （ 以下、 総称し て「 I D等」 と い
います。 ） を通知する も のと し ます。
2 I D等の発行後は、 I D等の管理・ 保管は会員の責任および費用で行う も のと し 、 当該会員以外の第三者
に利用さ せる行為の他、譲渡、貸与、 または質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならない
も のと し ます。 第三者が、 会員のI D等を使用し た場合の責任は、 すべて当該I D等を保有する会員の責任
とみなさ れる も のと し ます。

第6条 （ 契約期間）
会員は、 本サービスの契約期間につき 1ヶ月単位と 1年単位のいずれかを選択する こ と ができ ます。 ただ
し 、 本サービスの初回契約期間は、 第3条2項に基づく 売買契約成立日の翌月1日から起算し て6カ月経過
後の末日まで（ 以下「 最低契約期間」 と いいます） と し ます。 なお、購入リ セラーがいずれかの契約期
間を指定する場合があり 、 こ の場合会員は、 契約期間を選択する こ と ができ ません。 また、購入リ セ
ラーが最低契約期間を超える最低契約期間を指定し た場合は、 当該期間をも って最低契約期間と し ま
す。



①　 1ヶ月単位の場合
第3条( 申込等) に基づく 売買契約成立後の初回の契約期間は、最低契約期間にも と づき、 当該売買契約成
立日の翌月1日から起算し て6カ月経過後の末日までと し ます。 以後、 1ヶ月毎に自動更新と なり ます。
②　 1年単位の場合
第3条( 申込等) に基づく 売買契約成立日後の初回の契約期間は、 当該売買契約成立日から開始し 、 当該売
買契約成立日の翌月1日から起算し て1年後までと し ます。 以後、 1年毎に自動更新と なり ます。

第7条 （ 課金の開始）
1 本サービスの料金は、 第3条( 申込等) に基づく 売買契約成立日から起算し て翌月1日から課金が開始さ
れる も のと し ます。
2 本サービスの利用のために必要と なる クライアント PC用ソ フト ウェア（ 以下「 エージェント 」 と いい
ます。 ） のダウンロードおよびインスト ールは、 会員の費用と責任において行う も のと し ます。万一、
エージェント のダウンロードまたはインスト ールが完了し ていなかったと し ても 、 本サービスの課金は
前項に基づき開始さ れる も のと し ます。

第8条 ( ラ イ センス 数等)
　お客様は、 契約期間の中途でライセンスを追加購入する こ と ができ ます。

1 本サービスは、 １ ライセンスあたり 会員のコンピュータ1台のみの利用と し ます。
2 第3条（ 申込等） に基づく 一つの売買契約における最低ライセンス数（ 以下「 最低ライセンス数」 と
いいます。 ） は、 当社が別途定める 方法によ り 会員に提示し ます。
3 会員がライセンス数の減数を希望する場合（ ただし 、最低ライセンス数を下回る こ と はでき ませ
ん。 ） 、 当社が別途定める 方法によ り 手続き を行います。 ただし 、 当該減数によ るライセンス数の変更
は契約期間（ 1ヶ月単位または1年単位） の更新時に変更さ れる も のと し 、 契約期間の途中に変更する こ
と はでき ません。
4 会員は、 契約期間の途中であっても 、 当社が別途定める 方法で手続き を行う こ と によ り ライセンス数
を追加する こ と が出来ます。追加さ れたライセンスは、 当該手続き が完了し た時点（ 以下「 追加手続完
了日」 と いいます。 ） で利用する こ と ができ ます。追加さ れたライセンスの利用期間は、 当該契約期間
の終了日までと し ます。 契約期間の途中で追加さ れたライセンスは、追加手続完了日が属する月の1日か
ら当該契約期間の終了日までの料金が発生し ます。 日割り での課金は行いません。

例）
 契約期間が1ヶ月単位の場合：

契約期間が1/1から 1/31までの1ヶ月単位の場合で、 1/15にライセンスを追加し た場合、追加し たライセ
ンスは1/31まで利用する こ と ができ ます。 こ の場合の追加さ れたライセンスは、 1/1から 1/31までの料金
が発生し ます。

 契約期間が1年単位の場合：

契約期間が1/1から 12/31までの1年単位の場合で、 6/15にライセンスを追加し た場合、追加し たライセン
スは12/31まで利用する こ と ができ ます。 こ の場合の追加さ れたライセンスは、 6/1から 12/31までの料金
が発生し ます。

5 会員が実際に利用し ているライセンス数が、 第3条( 申込等) に基づき売買契約が成立し ているライセ
ンス数を上回る 場合、 当該上回るライセンスは利用開始日の翌月1日に遡って課金さ れます。 会員は、購
入リ セラーの請求に基づき、 当該上回るライセンスの料金を支払う も のと し ます。

第9条 ( 料金)
会員は、 本サービスの料金を、 ライセンス数に応じて別途購入リ セラーが定める料金および支払方法に
従い、購入リ セラーに対し支払う も のと し ます。

第10条( サポート 等)
当社は、 当社が別途定める 条件および方法に従い、 本サービスにおける サポート を会員に対し 提供いた
し ます。

第3章 責任

第11条( 禁止事項)
1 会員は、 本サービスの利用にあたり 、 以下の行為を行ってはならないも のと し ます。
1) 本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をも って利用する こ と
2) 本サービスを第三者に再許諾し 、 または使用さ せる こ と



3) 本サービスに関連し て使用さ れる当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する
行為、 またはそのおそれのある 行為
4) リ バースエンジニアリ ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、 その他改造行為
5) 本サービスを接続し ている サーバーも しく はネッ ト ワーク を妨害し たり 混乱さ せたり する こ と
6) I D等を不正に使用し または使用さ せる こ と
7) 会員規約、 本規約または使用許諾契約に反する禁止行為
8) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・ 不相当と判断する行為
2 会員は、 本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負う も のと し 、万一会員が本サー
ビスの利用に関し て第三者に損害を与えた場合、 または第三者と紛争を生じた場合、 会員は、自己の責
任と費用でこ れを解決し 、 当社にいかなる責任も負担さ せないも のと し ます。万一、 当社が他の会員や
第三者から責任を追求さ れた場合は、 会員はその責任と費用において当該紛争を解決する も のと し 、 当
社を一切免責する も のと し ます。

第12条( 保証・ 責任の制限)
1 当社は、 本サービスの内容について、 その完全性、正確性、確実性、 有用性、 会員の特定目的の適合
性等につき 、 いかなる保証も 行わないも のと し ます。
2 本サービスの利用、 ならびにエージェント のダウンロードおよびインスト ールは会員が自己の責任お
よび費用で行う も のと し 、 その完全性や正確性等につき 、 当社は責任を負わないも のと し ます。
3 本サービスを利用する にあたり 会員が使用する端末等の設備、 ネッ ト ワーク環境その他本サービスを
利用する ために必要な設備および環境等の維持は会員が自己の責任および費用で行う も のと し 、 当該設
備または環境等の不備に起因し て生じた一切の損害につき 、 当社は責任を負わないも のと し ます。
4 会員は、 会員規約、 本規約、使用許諾契約および売買契約に従い、 本サービスを自己の判断と責任で
利用する も のと し ます。
5 本規約に基づき、 当社の責めに帰すべき事由によ り 会員に損害が生じた場合には、 会員が当該損害の
生じる直前に利用し た本サービスの料金の3ヶ月間分に相当する金額を限度と し 、 かつ直接損害に限り 賠
償いたし ます( すなわち逸失利益、結果損害その他の間接損害は、一切賠償の対象と はなり ません) 。
6 TEKI -PAKI サイ ト を提供する機器の故障、 ト ラブル、停電、 通信回線の異常ならびにシステム障害等
の当社の予想を超えた不可抗力によ り 会員情報その他会員に関するデータが消失等する こ と があり ま
す。 当社は、 当社に故意または重過失がある 場合を除いて、 かかる事態の発生によ り 会員情報その他会
員に関するデータが消失、紛失、遅延等し た場合、 こ れによ り 発生し た損害につき一切責任を負わない
も のと し ます。
7 会員が、 第11条(禁止事項) に定める禁止事項に違反する こ と によ り 発生し た損害については、 当社は
一切責任を負わないも のと し ます。

第4章 利用の終了

第13条( 会員によ る 解約)
1 会員は、 当社が別途定める手続き に従い、 本サービスの解約を行う こ と ができ る も のと し ます。
2 前項に基づく解約は、 前項によ る 解約の手続き が完了後、 第6条（ 契約期間） に基づく契約期間満了
日をも って効力が生じる も のと し ます。

第14条( 利用終了後の措置)
1 会員は、 本サービスの利用を終了し た場合には、 利用が終了し たエージェント を会員のコンピュータ
からアンインスト ールする と と も に、 当該エージェント の複製物等をすべて破棄する も のと し 、 以後一
切利用し てはならないも のと し ます。
2 会員は、 本サービスの利用を終了し た場合には、 I D等を破棄する も のと し 、 以後一切利用し てはなら
ないも のと し ます。
3 当社は、 本サービスの利用が終了し た後は、 会員に対し サポート の提供等の一切の責任を負わないも
のと し ます。

第5章 雑則

第15条( 権利の帰属)
本サービスおよび本サービスに付随し て作成さ れる資料等に関する著作権、特許権、商標権、 意匠、 ノ
ウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、 当社、 サイ ト ロック または情報提供者に帰属し ま
す。

初回規定日　 　 2008年10月6日



使用許諾契約

本使用許諾契約は、 「 si t eROCK Log Careサービス」 対象のお客様に対し て適用さ れ、 解約の申入れがな
い場合については、 サイ ト ロッ ク 株式会社からの事前の連絡を行う こ と なく 本使用許諾契約に基づく 有
料サービスが継続し て提供さ れます。

第１ 条 （ 使用許諾契約の適用）
第１ 項       サイ ト ロッ ク 株式会社（ 以下「 当社」 と いいま す。 ） は、 本使用許諾契約（ 以下「 使用
許諾契約」 と いいます。 ） に基づき 、 si teROCK Log Careサービス ( 以下「 本サービス」 と いいま す) を提
供し ます。

第２ 条 （ 定義）
第１ 項 使用許諾契約においては、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用し ます。
( 1) お客様 使用許諾契約に基づき 本サービス を、 インターネッ ト を通じてWebブラウザを使用し て、
本サービスを利用する者
( 2) お客様設備 本サービスの提供を受ける ためお客様ならびにお客様が設置する電気通信設備および
ソ フト ウェア
( 3) 本サービス用設備 本サービスを提供する にあたり 、 当社が設置するコンピュータ、 電気通信設備
その他の機器およびソ フト ウェア
( 4)　 ユーザI D　お客様とその他の者を識別する ために用いられる符号
( 5)　パスワード 　 ユーザI Dと組み合わせて、 お客様とその他の者を識別する ために用いられる符号

第３ 条 （ 使用許諾契約の変更）
第１ 項     当社は、 何らの事前通告無く 使用許諾契約を変更する こ と があり ま す。 こ の場合には、 お
客様の利用条件その他使用許諾契約の内容は、 変更後の新使用許諾契約を適用する も のと し ます。

第４ 条 （ 権利義務譲渡の禁止）
第１ 項      お客様は、使用許諾契約および本サービスの権利または義務の全部または一部を他に譲渡
し てはならないも のと し ます。

第５ 条 （ 合意管轄）
第１ 項      お客様と 当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所と し ます。

第６ 条 （ 準拠法）
第１ 項 利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、 日本法と し ます。

第７ 条 （ 協議等）
第１ 項     使用許諾契約に規定のない事項および規定さ れた項目について疑義が生じた場合は両者誠
意を持って協議の上解決する こ と と し ま す。 なお、 利用契約等の何れかの部分が無効である 場合でも 、
利用契約等全体の有効性には影響がないも のと し 、 かかる無効の部分については、 当該部分の趣旨に最
も近い有効な規定を無効な部分と置き換える も のと し ます。

第８ 条 （ 変更通知）
第１ 項     お客様は、 その商号も し く は名称、 本店所在地も しく は住所、 連絡先その他利用申込書の
お客様にかかわる事項に変更がある と き は、 当社の定める 方法によ り 変更予定日の60日前までに当社に
通知する も のと し ます。

第９ 条 （ 一時的な中断および提供停止）
第１ 項      当社は、 次の各号のいずれかに該当する 場合には、 お客様への事前の通知ま たは承諾を要
する こ と なく 、 本サービスの提供を中断する こ と ができ る も のと し ます。
( 1)　本サービス用設備の定期点検を行う 場合
( 2)　本サービス用設備の故障によ り 保守を行う 場合
( 3)　運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
( 4)　 その他天災地変等不可抗力によ り 本サービスを提供でき ない場合
第２ 項     当社は、 前各項に定める事由のいずれかによ り 本サービス を提供でき なかったこ と に関し
てお客様等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても 、一切責任を負わないも のと し ます。

第１ ０ 条 （ 最短利用期間）
第１ 項     本サービス の最短利用期間は、 別段の定めがない限り 、 お客様に本サービス の提供を開始
し た日から起算し て6ヶ月と し ます。



第１ １ 条 （ 当社からの利用契約の解約）
第１ 項     当社は、 お客様が次の各号のいずれかに該当する と判断し た場合、 お客様への事前の通知
も しく は催告を要する こ と なく 利用契約の全部も しく は一部を解約する こ と ができ る も のと し ます。

( 1)　利用申込書、 利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入漏れがあった場合
( 2) 当社がサービスを提供する こ と が困難である と判断する に足る事由がある と認めたと き

第１ ２ 条 （ 本サービスの廃止）
第１ 項      当社は、 本サービスの全部または一部の廃止については、 本サービスの廃止日をも って利
用契約の全部または一部を解約する こ と ができ る も のと し ます。
本サービス の廃止日については本サービス廃止の60日前ま でに当社の定める 方法によ り お客様に通知す
る こ と と し ます

第１ ３ 条 （ 契約終了後の処理）
第１ 項     お客様は、 本サービス の契約終了し た時点で、 本サービス の利用にあたって当社から提供
を受けたソ フト ウェアおよびそれに関わる すべての資料等を利用契約終了後直ちに消去も しく は廃棄す
る も のと し ます。

第１ ４ 条 （ 本サービスの提供区域）
第１ 項     本サービス の提供区域は、 別段の定めによらない場合を除き 、 日本国内に限定さ れる も の
と し ます。

第１ ５ 条 （ 再委託）
第１ 項     当社は、 お客様に対する 本サービス の提供に関し て必要と なる義務の全部ま たは一部を当
社の判断にて第三者に委託する こ と ができ ます。

第１ ６ 条 （ 自己責任の原則）
第１ 項     本サービス を利用し てお客様等が提供ま たは伝送する情報（ コンテンツ） については、 お
客様の責任で提供さ れる も のであり 、 当社はその内容等についていかなる保証も 行わず、 また、 それに
起因する損害についても いかなる責任も負わないも のと し ます。
第２ 項     お客様は、 お客様等がその故意ま たは過失によ り 当社に損害を与えた場合、 当社に対し
て、 当該損害の賠償を行う も のと し ます。

第１ ７ 条 （ 利用責任者）
第１ 項     お客様は、 本サービス の利用に関する 利用責任者をあらかじめ定めた上、 当社指定の方法
で通知する も のと し 、 本サービス の利用に関する 当社と の連絡・ 確認等は、 原則と し て利用責任者を通
じて行う も のと し ます。
第２ 項      お客様は、 利用責任者に変更が生じた場合、 当社に対し 、 速やかに当社指定の方法で通知
する も のと し ます。

第１ ８ 条 （ 本サービスの利用）
第１ 項      お客様は、 ログ収集に必要なソ フト ウェア（ 以下「 ク ラ イアント モジュール」 と いいま
す。 ） を管理対象のパーソナルコンピュータ （ 以下「 管理対象パソコン」 と いいます。 ） にインス ト ー
ルする も のと し ます。
第２ 項      管理対象パソコンでは、 スケジュールに従い、 定期的・ 自動的にログ情報の収集を実施し
ます。
第３ 項      収集さ れたログ情報は、 スケジュールに従い、 インターネッ ト を通じてサーバに定期的・
自動的に送信する も のと し ます。
第４ 項 お客様は、管理者ガイドに従って、 本サービスを利用する も のと し ます。
第５ 項      お客様は、 本サービスに関する 知的財産権その他の権利を取得する も のでないこ と を承諾
し ます。

第１ ９ 条 （ 本サービス利用のための設備設定・ 維持）
第１ 項      お客様は、自己の費用と責任において、 当社が定める 条件でお客様設備を設定し 、 お客様
設備および本サービス利用のための環境を維持する も のと し ます。
第２ 項      お客様設備、 前項に定めるインターネッ ト 接続並びに本サービス利用のための環境に不具
合がある 場合、 当社は、 お客様に対し て本サービスの提供の義務を負わないも のと し ます。
第３ 項      当社は、 当社が本サービス に関し て保守、 運用上ま たは技術上必要である と判断し た場
合、 お客様等が本サービス において提供、 伝送するデータ等について、 監視、分析、 調査等必要な行為
を行う こ と ができ ます。



第２ ０ 条 （ ユーザI Dおよびパスワード ）
第１ 項      お客様は、 ユーザI Dおよびパスワードを第三者に開示、貸与、 共有し ないと と も に、 第三
者に漏洩する こ と のないよ う 厳重に管理（ パスワードの適宜変更を含みま す。 ） する も のと し ま す。
ユーザI Dおよびパスワードの管理不備、 使用上の過誤、 第三者の使用等によ り お客様自身およびその他
の者が損害を被った場合、 当社は一切の責任を負わないも のと し ま す。 お客様のユーザI Dおよびパス
ワードによ る 利用その他の行為は、全てお客様によ る 利用とみなすも のと し ます。

第２ 項      第三者がお客様のユーザI Dおよびパスワード を用いて、 本サービス を利用し た場合、 当該
行為はお客様の行為とみなさ れる も のと し 、 お客様はかかる 利用についての利用料金の支払いその他の
債務一切を負担する も のと し ま す。 ま た、 当該行為によ り 当社が損害を被った場合はお客様は当該損害
を補填する も のと し ます。

第２ １ 条 （ 禁止事項）
第１ 項      お客様は、 本サービスの利用に関し て、 以下の行為を行わないも のと し 、事前にお客様に
通知する こ と なく 、 本サービスの全部または一部の提供を一時停止し 、 ま たは第1項各号に該当する 行為
に関連する情報を削除する こ と ができ る も のと し ます。
( 1) 本サービスの提供する ソ フト ウェアを逆コンパイルも しく は逆アセンブルし 、 ま たはその他の方法
でのリ バースエンジニアリ ング行為。
( 2) 当社が有する 本サービスの著作権も しく は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利
を侵害する行為、 または侵害する おそれのある 行為
( 3)　本サービスの内容や本サービスによ り 利用し う る情報を改ざんまたは消去する行為
( 4)　利用契約等に違反し て、 第三者に本サービスを利用さ せる行為
( 5)　法令も しく は公序良俗に違反し 、 または当社も しく は第三者に不利益を与える 行為
( 6)　他者を差別も しく は誹謗中傷し 、 またはその名誉も しく は信用を毀損する行為
( 7)　詐欺等の犯罪に結びつく または結びつく おそれがある 行為
( 8)　 わいせつ、児童ポルノ または児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
( 9)　無限連鎖講を開設し 、 またはこ れを勧誘する行為
( 10)　第三者になり すまし て本サービスを利用する行為
( 11)　 ウィ ルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する または掲載する行為
( 12) 無断で第三者に広告、 宣伝も し く は勧誘のメ ールを送信する 行為、 ま たは第三者が嫌悪感を抱
く 、 も しく はおそれのあるメール（ 嫌がらせメール） を送信する行為
( 13) 第三者の設備等ま たは本サービス 用設備の利用も し く は運営に支障を与える 行為、 または与える
おそれのある 行為
( 14)  その行為が前各号のいずれかに該当する こ と を知り つつ、 その行為を助長する態様・ 目的でリ ン
ク をはる 行為
（ 15） 本サービスに表示さ れている著作権などの表示を改変または除去し てはならない。

第２ ２ 条 （ 本サービス用設備の障害等）
第１ 項      当社は、 本サービス用設備について障害がある こ と を知ったと き は、遅滞なく お客様にそ
の旨を当社指定の方法で通知し 、修理または復旧する も のと し ます。

第２ ３ 条 （ 個人情報の取り 扱い）
第１ 項      お客様および当社は、 個人情報の保護に関する 法律に定める 「 個人情報」 について、 本
サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し 、 第三者に開示ま たは漏洩し ないも のと する と と も に、 関連法
令を遵守する も のと し ます。

第２ ４ 条 （ 損害賠償の制限）
第1項 債務不履行責任、不法行為責任、 その他法律上の請求原因の理由の如何を問わず、 本サービスを
利用し たこ と によ り 生じた損害については、 当社は一切の賠償責任を負わないも のと し ます。

si teROCK Log Care使用許諾契約初回規定日　 2008年4月5日



s i t eROCK Log Car eサービ ス 実施要領

si t eROCK Log Careサービス申込者（ 以下、甲と いう ） に対し て、 サイ ト ロッ ク 株式会社（ 以下、乙と い
う ） は、 「 Si t eROCK Log Careサービス 」 （ 以下、 サービス と いう ） を、 本実施要領に基づき 提供し ま
す。

第1条　 （ 目的）
乙は、端末の操作ログを収集・ 分析する運用サービスを提供し ます。

第２ 条 （ 対象と なる機器）
甲の指定する端末を対象と し ま す。 端末の仕様によ る サービ ス 提供の可否は、 乙のFAQサイ ト
（ ht tp: //www. si t erock. co. j p/f aq/l og_ care. html） に記述さ れた「 エージェント のサポート OS」 に準じ
ます。

第３ 条 （ サービス の提供）
サービス には以下のも のがあり 、 提供は各種問い合わせを除き 、土曜日、 日曜日、祝日および年末年始
（ 12月29日～1月4日） を含む毎日24時間と し ます。
なお、 乙の営業日と は、 土曜日、 日曜日、 祝日および年末年始（ 12月29日～1月4日） を除いた月曜日か
ら金曜日を指し 、営業時間と は営業日の午前9時から午後5時30分までを指し ます（ 以下、 同様） 。
１ ） 操作記録（ 以下、操作ログと いう ） の収集・ 管理・ 保管
　 　 　毎日24時間、自動的に行われます。
２ ） 操作ログの検索・ レポート の閲覧
　 　 　毎日24時間提供いたし ます。
３ ） 不正操作の検知
　 　 　不正操作を検知する ための設定および通知機能について、毎日24時間提供いたし ます。
４ ） 月次レポート
　 　 　毎日24時間提供いたし ます。

第４ 条 （ サービス の内容）
１ ． 乙は、 甲に設置さ れている端末からインターネッ ト を介し て操作ログを収集し 、 以下のサービスを
提供し ます。
１ ） 操作ログの収集・ 管理・ 保管
①乙は、 甲に設置さ れている サービス の対象と なる端末の操作ログを、 甲に代わり 収集し 、 ログ収集
サーバ（ 以下、 ログサーバ） にて管理・ 保管し ます。 そのログサーバは乙に設置する も のと し ます。
②甲にある端末へ、 サービス にて使用する操作記録収集ソ フト ウェア（ 以下、 エージェント と いう ） を
インスト ールし ます。 エージェント のインスト ールは、甲が実施する も のと し ます。
③乙は、 インス ト ールに使用するエージェント を提供する も のと し ま す。 ま た必要に応じ改良さ れた
エージェント 、 も し く は適宜、 設定の変更さ れたエージェント を提供し 、 インス ト ールはいずれの場合
も甲が実施する も のと し ま す。 なお甲がインス ト ールを実施し ない場合、 サービスを提供出来ない事が
あり ます。 その際、乙は、一切の責任を負わないも のと し ます。
④甲は、 サービス の対象と なる端末へのエージェント のインス ト ールにおいて、 サービス 申込時の台数
を超えておこ なってはならないも のと し ます。
⑤乙は、 甲の端末から収集し た操作ログの保管期間を1年間と し 、 1年を超えた操作ログは随時削除する
も のと し ます。
⑥操作ログの所有権は甲にある も のと し ます。
２ ） 操作ログの検索・ レポート の閲覧

①乙は、 収集し た操作ログについて、 甲がインターネッ ト を介し 、 Webブラウザを使用し ての検
索・ レポート の閲覧を行う ための専用Webサーバ（ 以下、 Webサーバと いう ） を提供し ます。

②システムの仕様によ り 、端末上で行われた操作がWebサーバの表示に反映さ れる ま で、 おおよそ
1時間程度要する事があり ます。
３ ） 不正操作の検知

①乙は、甲があらかじめWebサーバにて設定し た内容に従って自動で不正操作を検知し 、 E-mai l を
使用し て甲に通知する機能を提供し ます。
　 　 　②甲が設定する こ と の出来る不正操作の検知内容は、最大10個と し ます。
　 　 　③甲が設定する こ と の出来る E-mai l の送信先は、最大5個と し ます。

④システムの仕様によ り 、 端末上で行われた不正操作を検知し 、 E-mai l を使用し て甲に通知する
まで、 おおよそ2時間程度要する事があり ます。
４ ） 月次レポート
　 　 　①乙は、収集し た操作ログを元に月次レポート を自動作成し 、 Webサーバにて提供し ます。
　 　 　②甲は、 Webサーバにて月次レポート を閲覧し ます。
　 　 　③月次レポート の内容は、 2時間に1度更新さ れます。

http://www.siterock.co.jp/faq/log_care.html


　
２ ． サービスの制限
　 　次に定める事項は、 サービスの対象外と なり ます。
　 　 　①サービスに付属するガイド ・ マニュアルに記載さ れている 基準を超えている 場合
　 　 　②エージェント の初期設定以外の各種設定および導入作業
　 　 　③エージェント に起因し ない端末の不具合についての対応
　 　 　④技術員を現地に派遣し ての対応
　 　 　⑤定期点検、予防処置

第５ 条 （ 保証と 免責）
１ ） 乙は、 サービス 用の機材の保守・ 点検・ その他のために、 不定期にサービス を停止出来る も のと し
ま す。 乙がサービス を停止する 場合は、 日時および停止期間を、停止する 10日前までに甲へ通知する も
のと し 、停止予定日から乙の3営業日前までにこ れを拒否する連絡がない場合はサービスを停止出来る も
のと し ます。
但し 、乙が緊急を要する と認めた場合はこ れに限らないも のと し ます。
２ ） 乙は、 本サービス のサービスガイドに記載さ れている仕様に準拠し てサービスを提供し ている こ と
によ り 、 正常に端末からの操作ログを収集し ている も のとみなし 、 正し く サービスが提供さ れている も
のと し ます。
３ ） 乙は、 いかなる理由があろう と も操作ログの改変や改ざん、 その他の操作によ り 内容を変更し ては
ならないも のと し ます。 また乙は、操作ログについて一切の責任を負わないも のと し ます。
４ ） 甲は、 端末にエージェント をインス ト ールする 際、 エージェント の仕様についてあらかじめ了承し
たも のと し 、 乙は、 エージェント のインス ト ールによ り 甲の端末に発生し た事象について、 ま た甲が改
良さ れたエージェント のインス ト ールをおこ なわずに改良前のエージェント を使用し発生し た、改良前
のエージェント に起因する不具合について、一切の責任を負わないも のと し ます。
５ ） 甲は、 乙が提供する サービス の全てのシステムに対し 、正規の利用方法ではない一切の操作をおこ
なってはならないも のと し ます。
６ ） 乙は、 甲のシステムに起因し てサービス を提供する こ と が出来ない場合、一切の責任を負わないも
のと し ます。
７ ） 乙は、 サービス を実施する正当な権限を有し 、 その実施がいかなる 第三者の著作権、 工業所有権そ
の他の知的財産権を侵害する も のではないこ と を保証し ます。
８ ） 乙は、 甲からの問合せに対し て最善の努力をも って回答を行いますが、 回答の結果に関し て甲また
は甲の顧客に直接的または間接的に損害が発生し た場合、乙は一切の保証を行いません。
９ ） サービス は、 甲の所有する機密情報や個人情報の保護、 情報漏えいやその他全ての情報セキュ リ
ティ に関する事件、事故について防止し 、保証する も のではあり ません。

第６ 条 （ 権利義務譲渡の禁止）
甲および乙は、 相手方の事前の書面によ る 承諾を得ない限り 、 本実施要領に基づく 権利、 義務および責
務の全部または一部を第三者に譲渡する こ と ができ ないも のと し ます。

第７ 条 （ 機密保持）
１ ） 甲および乙は、 顧客ま たは相手方よ り 秘密である旨明示さ れて開示、 提供さ れた経営情報または技
術情報を機密と し て扱い、 本実施要領の目的に使用する 以外、 第三者に開示、漏洩ま たは複写し てはな
らないも のと し ます。
２ ） 機密保持の例外と し て、 次のいずれかに該当する情報には守秘義務は適用さ れないも のと し ます。
①甲または乙が顧客または相手方に対し て事前に開示する こ と を書面で承諾し た情報
②情報開示の時点において既に公知であった情報
③情報開示後に甲または乙の責に帰すべからざる事由によ って公知と なった情報
④甲または乙が顧客または相手方よ り 開示さ れる以前に既に所有し ていたこ と を証明でき る情報
⑤正当な権利を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得し た情報
⑥法令によ り 、 または裁判所も しく は行政機関の判決、命令等によ り 開示を義務づけられた情報
前二項は、 サービスの終了後も引き続き５ 年間有効と し ます。

第８ 条 （ 個人情報の取り 扱い）
１ ） 甲および乙は、 サービス のために提供さ れた個人を特定する こ と の出来る情報について、 一切を機
密と し て扱い、 本実施要領の目的以外の使用や、 第三者への開示、 漏洩または複写は、 おこ なってはな
らないも のと し ます。
但し 、 甲ま たは乙が当該の個人よ り 事前に承諾を得ている 場合は、 こ の限り ではないも のと し ま

す。
２ ） 甲および乙は、 サービス終了後、 サービス のために提供さ れた個人を特定する こ と の出来る情報に
ついて速やかに削除する も のと し ます。



第９ 条 （ 不可抗力免責）
１ ） ハード ウェア製品の故障・ 瑕疵およびソ フト ウェアの不具合等に起因し て甲に生じた直接または間
接の障害に対し ては、乙はその責任を負わないも のと し ます。
２ ） 天災地変、 事故その他甲および乙双方の支配を超える不可抗力的事由によ って、 本実施要領の不履
行または遅延が生じた場合は、甲および乙はその責を免れる も のと し ます。

第１ ０ 条 （ 契約期間と解約）
１ ） サービスの契約期間は1ヶ月単位と し 、甲または乙から解約の申し入れが無い場合はサービスを１ ヶ
月単位で自動更新する も のと し ます。
２ ） 甲は、 サービスの開始から 6ヶ月間は解約出来ないも のと し ます。やむを得ず解約する 場合は、 解約
月を含めた残期間分の料金を支払う も のと し ます。
解約の場合、 30日前の申し入れをも って、 サービスを解約する も のと し ます。

第１ １ 条 （ 契約の解除）
１ ） 甲ま たは乙が次の各号のいずれかに該当し た場合、相互に催告を要し ないで本実施要領の全部また
は一部を解除でき る も のと し ます。
①本実施要領の義務に違反し相当の期間を定めて催告し てもその違反が是正さ れないと き
②利用申込書、 利用変更申込書、 その他通知内容等に虚偽記入または記入漏れがあったと き
③サービスを提供する こ と が困難である と判断する に足る事由がある と認めたと き

第１ ２ 条 （ 契約変更）
１ ） 契約期間中に甲の都合によ り サービス の構成や内容に変更が生じた場合には、 その都度必要に応じ
甲乙協議のう え本実施要領を改訂する も のと し ます。

２ ） 期間中に甲の都合によ り サービス の使用を中止する 場合には、 甲は乙に対し て契約変更を行う 30日
以前に申し入れを行う も のと し ます。 また、 変更条件については甲乙協議のも のと し ます。

３ ） 著し い経済変動やその他の要因によ り 料金が大幅に上昇する事態が発生し た場合は、 乙は甲に対し
て料金の変更を申し入れる も のと し ま す。 料金は、 本実施要領に定める 条件によ り 甲は乙に対し て支払
う も のと し ます。

第１ ３ 条 （ 協議事項）
本実施要領に定めのない事項ま たは本実施要領の条項の解釈に疑義が生じたと き は、 甲乙信義に基づき
誠実に協議のう え、 こ れを決定する も のと し ます。

第１ ４ 条 （ 合意管轄）
本実施要領によ って生ずる一切の紛争に関する訴訟については東京地方裁判所をも って、 第一審の管轄
裁判所と し ます。


